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大阪狭山市教育委員会 



第３回大阪狭山市教育委員会定例会議議事録 

 

                令和２年（2020年）３月27日（金） 

                午前10時00分    開議 

                市役所３階   委員会室 

 

出席委員（５名） 

  竹谷 好弘  教育長 

  山田 順久  教育長職務代理者 

  田川 宜子  委員 

  河合 洋次  委員 

  井上 寿美  委員 

 

出席事務局の職員 

  山﨑 正弘  教育部長 

  酒匂 雅夫  教育部理事 

  松本 幸代  こども政策部長 

  尾島 肇   教育部副理事兼学校教育グループ課長 

  中森 祐次  教育部副理事兼社会教育・スポーツ振興グループ課長 

  北野 真也  教育総務グループ課長 

  神楽所 保則 学校給食グループ課長 

  寺本 芳之  歴史文化グループ課長 

  井上 知久  子育て支援グループ課長 

  浜口 亮   保育・教育グループ課長 

  上尾 悦男  放課後こども支援グループ課長 

  隅田 よし子 学校教育グループ参事 

  酒谷 由紀子 学校教育グループ参事 

  湯川 幹子  子育て支援グループ参事 

  山本 美由紀 子育て支援グループ参事 

 

書記 

  荒川 郁代 教育総務グループ課長補佐 

  平井 大地 教育総務グループ主任 



議事日程 

 

開会 

    教育長報告 

 

議事 

 

日程第１ 議案第３号 大阪狭山市立学校の教育職員の在校等時間の上限に

           関する方針について 

日程第２ 議案第４号 大阪狭山市学校職員安全衛生管理規則について 

日程第３ 議案第５号 大阪狭山市学校職員安全衛生委員会規程について 

日程第４ 議案第６号 令和３年度使用中学校教科用図書の採択に係る諮問

           について 

日程第５ 議案第７号 大阪狭山市社会教育指導員規則の廃止について 

日程第６ 報告第８号 令和元年度大阪狭山市教育委員会点検・評価報告書

           について 

日程第７ 報告第９号 大阪狭山市立こども園・幼稚園・小学校・中学校及

           び教育委員会事務局の管理職人事異動について 

日程第８ 報告第10号 大阪狭山市人権教育基本方針の改訂について 

日程第９ 報告第11号 ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた計画について 

日程第10 報告第12号 令和元年度（2019年度）大阪狭山市一般会計補正予

           算（教育委員会関係）について 

日程第11 報告第13号 大阪狭山市立中学校部活動指導員配置事業実施要綱

           の一部改正について 

日程第12 報告第14号 大阪狭山市子育て支援・世代間交流センター市民協

           働事業費補助金交付要綱について 

 

閉会 

 ○各グループの報告事項 
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教育部長（山﨑正弘） 

 皆さん、おはようございます。 

 それでは、ただいまから令和２年第３回大阪

狭山市教育委員会定例会議を始めます。 

 進行を、竹谷教育長よろしくお願いします。 

教育長（竹谷好弘） 

 改めまして、おはようございます。 

 それでは、定例会議を始めさせていただきま

す。 

 本日の出席委員数は定足数に達しております

ので、会議は成立をいたしております。 

 ただいまから令和２年第３回教育委員会定例

会議を開会いたします。 

 なお、議事録の署名委員は、会議規則の規定

によりまして、河合委員、井上委員を指名いた

します。よろしくお願いいたします。 

 教育長の活動報告でございますが、一覧表に

しております。 

 主なものといたしまして、３月６日、教育委

員会臨時会を開催させていただきました。これ

は新型コロナウイルス感染症対策等の議案で臨

時に開催いたしました。 

 ３月は議会月でございまして、９日、10日一

般質問で教育関連の答弁ということで、教育長、

部長、理事ということでお答えをさせていただ

いております。 

 ３月18日、19日、23日の３日間、予算決算委

員会ということで、以前、新年度予算内容をご

説明いたしましたけれども、審議を行いました。 

 ３月25日は、子ども・子育て支援事業計画推

進本部会議ということで、さやまっ子のびのび

プラン、これについて決定をした内容でござい

ます。 

 ３月26日は、本会議の最終日で予算について

は議決されたことになっております。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、本日の議事でございますけれども、

お手元の議事日程、第10号までございますけれ

ども、これの次に別冊子の議事日程ございます。

日程第11として報告第13号、大阪狭山市立中学

校部活動指導員配置事業実施要綱の一部改正に

ついてと、日程第12といたしまして、報告第14

号、大阪狭山市子育て支援・世代間交流センタ

ー市民協働事業費補助金交付要綱についてを追

加として審議をしたいと思いますが、これにご

異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 ご異議なしと認めます。 

 それでは、議事に移りたいと思います。 

 日程第１、議案第３号、大阪狭山市学校の教

育職員の在校等時間の上限に関する方針につい

てを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（尾島 

肇） 

 それでは、議案第３号、大阪狭山市学校の教

育職員の在校等時間の上限に関する方針につい

てご説明いたします。 

 資料は、１ページから３ページでございます。 

 ２ページの大阪狭山市立学校の教育職員の在

校等時間の上限に関する方針をご覧ください。 

 令和元年12月に、公立の義務教育諸学校等の

教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を

改正する法律が公布されました。 

 この法律により、平成31年１月に文部科学省

が策定した公立学校の教師の勤務時間の上限に

関するガイドラインが、法的根拠のある「公立

学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教

育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員

の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措

置に関する指針」として、令和２年１月に告示

されました。 
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 この指針では、教育職員の服務監督権者であ

る各教育委員会は、文部科学省指針を参考にし

ながら、教育職員の在校等時間の上限等に関す

る方針を教育委員会規則等において定めること

としております。 

 そこで、このたび、「大阪狭山市立学校の教

育職員の在校等時間の上限に関する方針」を策

定し、教育職員の業務量を適切に管理するとと

もに、教育職員の健康及び福祉の確保を図るた

めに必要な事項を位置づけました。 

 本指針のポイントは、３ページにございます

大きな３番、業務を行う時間の上限、（２）上

限時間の原則について、①１ケ月の時間外在校

等時間を45時間以内、②としまして、１年間の

時間外在校等時間を360時間以内としていると

ころでございます。この上限を達成するために、

教育委員会として、４にありますとおり、（１）

教育職員が在校している時間を令和２年度中に

タイムカード等の客観的な計測方法の導入によ

り適切に把握する。（２）休憩時間や休日の確

保等に関する労働基準法等の規定を遵守する。

（３）在校等時間が一定時間を超えた教育職員

に医師による面接指導を実施する。（４）各校

の取組の状況を把握しつつ、在校等時間の長時

間化を防ぐための業務分担の見直しや適正を図

る等の措置を講じてまいります。 

 また、お手元に別途配付しております、こち

らの「大阪狭山市学校における教員の働き方改

善プラン」は、在校等時間の上限に関する方針

と同時に、教職員に本市の働き方改革の取組に

ついて周知すべく作成いたしました。 

 また、こちらの裏面をご覧ください。 

 こちら、「保護者、地域のみなさまへ」は、

保護者と地域の皆様に対して、教員の働き方改

革にご理解、ご協力をお願いする文書となって

おります。 

 先ほどの上限方針と働き方改善プラン、保護

者、地域のみなさまへ、この３点を合わせて４

月に保護者様に向けて配付を予定しております。 

 教育職員の心身の健康を確保し、大阪狭山市

の子供たちの豊かな学びと成長を支えていくこ

とのできる質の高い学校教育の維持向上のため、

本方針に基づいた働き方改革の充実に向けた取

組を推進してまいります。 

 以上、簡単な説明ではございますが、ご審議

につきましてどうぞよろしくお願いいたします。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまの説明につきまして、何かご意見、

ご質問等ございませんでしょうか。 

 山田委員。 

教育長職務代理者（山田順久） 

 在校している時間に加える時間に地方公共団

体で定めるテレワークの時間とあるんですけれ

ども、大阪狭山市の場合はどういうふうなこと

を。 

教育長（竹谷好弘） 

 担当。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（尾島 

肇） 

 現状で、本市においてテレワークによる勤務

の状況というのはございません。ただ、今後の

状況の変化によって、こういったテレワークも

生じてくることも勘案いたしまして、国の指針

を参考にこの文言を記載させていただいており

ます。 

教育長（竹谷好弘） 

 よろしいでしょうか。 

 ほかに何か、ご意見、ご質問等ございません

でしょうか。 

 ないようでございますので、本案を原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 それでは、日程第１、議案第３号、大阪狭山
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市立学校の教育職員の在校等時間の上限に関す

る方針については承認されました。 

 続きまして、日程第２、議案第４号、大阪狭

山市学校職員安全衛生管理規則についてを議題

といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（尾島 

肇） 

 それでは、議案第４号、大阪狭山市学校職員

安全衛生管理規則についてご説明いたします。 

 なお、こちらの議案第４号と議案第５号は相

関連する議案でございますので、続けてご説明

させていただきたく存じますが、よろしいでし

ょうか。 

教育長（竹谷好弘） 

 よろしいでしょうか。 

 はい、お願いいたします。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（尾島 

肇） 

 それでは、まず議案第４号、大阪狭山市学校

職員安全衛生管理規則についてご説明いたしま

す。 

 資料は４ページから10ページでございます。 

 本規則は、労働安全衛生法に基づき、大阪狭

山市立小中学校において、教職員の労働安全衛

生に関する重要事項について調査審議等を行う

安全衛生委員会を設置するため必要な事項を定

めるものでございます。 

 労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者

を使用する事業場に対して、衛生委員会の設置

が義務づけられており、本規則の制定により、

本市の東小学校に衛生委員会を設置してまいり

たいと考えております。 

 こちらの内容でございますが、第１条では規

則の目的について、第２条では学校職員の定義

について、第３条では校長等の責務について、

第４条、第５条では総括安全衛生管理者につい

て、第６条から第７条では衛生管理者について、

第８条から第９条については衛生推進者につい

て、第10条と第11条では産業医について、第12

条では大阪狭山市学校職員安全衛生委員会につ

いて、第13条では委任について規定しておりま

す。 

 続きまして、議案第５号、大阪狭山市学校職

員安全衛生委員会規程についてご説明いたしま

す。 

 資料は11ページから13ページでございます。 

 本規程は、大阪狭山市学校職員安全衛生管理

規則に伴う規定を制定し、衛生委員会の組織及

び運営に関し必要な事項を定めるものでござい

ます。 

 第１条では規程の趣旨について、第２条では

調査審議事項について、第３条では組織につい

て、第４条では委員長等について、第５条では

会議について、第６条では委員の任期について、

第７条では関係者の意見聴取について、第８条

では記録の保存について、第９条では庶務につ

いて、第10条では委任について規定しておりま

す。 

 この大阪狭山市学校職員安全衛生管理規則及

び大阪狭山市学校職員安全衛生委員会規程に基

づき、学校職員の安全及び健康を確保するとと

もに、快適な職場環境の形成を促進してまいり

たいと考えております。 

 以上、簡単な説明ではございますが、ご審議

につきましてよろしくお願いいたします。 

教育長（竹谷好弘） 

 それでは、議案第４号と第５号の説明が同時

にされましたので、質疑につきましても、議案

第４号と第５号を併せてお受けしたいと思いま

す。ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 井上委員。 

教育委員（井上寿美） 
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 13ページの記録の保存に関してなんですが、

いつまで保存をするとか、廃棄のことなどは書

かなくていいのかどうか、ちょっと私にはよく

分からないので教えてください。 

教育長（竹谷好弘） 

 担当。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（尾島 

肇） 

 保存年限等につきましては、こちらに記載は

ございませんが、学校でこういった記録をする

場合、法に基づいて、児童についての記録は５

年であったり、学籍についてはという部分での

定めがございますので、この場で申し上げられ

ませんが、公簿に準じた取扱いとなりますので、

それに沿って取り扱ってまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

教育長（竹谷好弘） 

 説明の補足ですが、委任条項ということで、

第10条にこの規定に定めるもののほかというと

ころで、その辺の運用等については、この規定

の中で10条を運用して、またいろいろ定めをし

ていくという実務上の流れになるんでしょうか。 

 担当。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（尾島 

肇） 

 そのとおりでございます。また詳細につきま

しては別途規定してまいりたいと考えておりま

す。 

教育長（竹谷好弘） 

 よろしいでしょうか。 

 ほかに何か、議案第４号、５号を通じて、ご

質問等ございますでしょうか。 

 ないようですので、採決については１項目ず

つとらせていただきます。 

 日程第２、議案第４号、大阪狭山市学校職員

安全衛生管理規則について、何かご異議ござい

ませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 それでは、承認されました。 

 続きまして、日程第３、議案第５号、大阪狭

山市学校職員安全衛生委員会規程について承認

することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 ２議案については、以上をもって承認されま

した。 

 続きまして、日程第４、議案第６号、令和３

年度使用中学校教科用図書の採択に係る諮問に

ついて、担当に説明を求めます。 

 担当。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（尾島 

肇） 

 それでは、議案第６号、令和３年度使用中学

校教科用図書の採択に係る諮問についてご説明

いたします。 

 資料は14ページから16ページでございます。 

 令和３年度中学校使用教科用図書の採択外に

より、令和２年４月より、中学校教科用図書選

定委員会を設置し、教科書採択事務を進めてま

いります。 

 選定対象の教科用図書は、国語、書写、社会

地理的分野、社会歴史的分野、社会公民的分野、

地図、数学、理科、音楽一般、音楽器楽合奏、

美術、保健体育、技術家庭技術分野、技術家庭

家庭分野、英語、道徳の16種目でございます。 

 第１回目の選定委員会において、教育委員会

より、選定委員の委嘱と採択に係る諮問を行う

予定をしております。教科用図書採択の基準と

なる採択の観点は16ページのとおりとなってお

ります。 

 以上簡単な説明ではございますが、ご審議に

つきましてよろしくお願いいたします。 

教育長（竹谷好弘） 
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 ただいまの説明につきまして、何かご意見、

ご質問等ございませんでしょうか。 

 井上委員。 

教育委員（井上寿美） 

 これもちょっと分からないので、16ページ教

えていただきたいなと思いまして、児童でずっ

と書かれているんですが、中学校の教科書だっ

たら生徒になるんだろうかなと思いながら読ん

でいたんですけれども、これはもうこのままの

児童でいいということなんでしょうか。 

教育長（竹谷好弘） 

 担当。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（尾島 

肇） 

 申し訳ありません。委員ご指摘のとおり、こ

ちら生徒が適切と考えますので、後ほど修正さ

せていただきたいと思います。申し訳ございま

せんでした。 

教育長（竹谷好弘） 

 そうしましたら、この場で修正箇所につきま

しては、児童と表記されているところについて

生徒と修正をするということでよろしいでしょ

うか。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（尾島 

肇） 

 はい、そのとおり修正をどうぞよろしくお願

いいたします。 

教育長（竹谷好弘） 

 ほかに、ご意見、ご質問等ございませんでし

ょうか。 

教育長職務代理者（山田順久） 

 学習指導要領に、子どもたちの状況や地域の

状況を踏まえて、学校で設定するようにという

文言があると思うんですけれども、このような

調査研究を行う際に、大阪狭山市の子どもたち

の状況や地域性というのを十分踏まえていただ

いて、そして大阪狭山市の子どもたちを指導し

て学習指導要領の趣旨を実現するにはどのよう

な教科書がいいのかという、そういう趣旨で調

査研究を行っていただけたらと思っていますの

で、よろしくお願いします。 

教育長（竹谷好弘） 

 ご意見ということで。 

 ほかに、ご意見、ご質問等ございませんでし

ょうか。 

 ないようでございますので、本案を原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 それでは、日程第４、議案第６号、令和３年

度使用中学校教科用図書の採択に係る諮問につ

いては承認されました。 

 続きまして、日程第５、議案第７号、大阪狭

山市社会教育指導員規則の廃止についてを議題

といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

教育部副理事兼社会教育・スポーツ振興グルー

プ課長（中森祐次） 

 それでは、議案第７号、大阪狭山市社会教育

指導員規則の廃止についてのご説明を申し上げ

ます。 

 資料の17ページをご覧ください。 

 概要ですが、社会教育指導員は、社会教育に

関わる事業の企画運営に当たるとともに、学校、

その他各種の行政機関が行う社会教育活動に協

力し、必要に応じて指導助言を与えるという職

責を担っており、令和２年度からの本市の会計

年度任用制度に組み入れ、教育委員会の指揮命

令下に属することにより、より社会教育の発展

に寄与することが期待できることから、所要の

規則の廃止を行うものです。 

 18ページをご覧ください。 

 大阪狭山市社会教育指導員規則を廃止する規
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則として、大阪狭山市社会教育指導員規則を廃

止すると規定されております。 

 なお、附則といたしまして、この規則は令和

２年４月１日から施行するとしております。 

 以上、簡単な説明でございますが、ご審議賜

りますようよろしくお願いいたします。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまの説明につきまして、何かご意見、

ご質問等ございますでしょうか。 

 ないようでございますので、本案を原案のと

おり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 それでは、日程第５、議案第７号、大阪狭山

市社会教育指導員規則の廃止については承認さ

れました。 

 続きまして、日程第６、報告第８号、令和元

年度大阪狭山市教育委員会点検・評価報告書に

ついてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 それでは、報告第８号、令和元年度大阪狭山

市教育委員会点検・評価報告書についてご説明

をいたします。 

 事前に令和元年度の教育委員会の点検評価報

告書のほうをご配付させていただいております

ので、併せてご参照いただければと存じますが、

皆様、お手元のほうに報告書のほうございます

でしょうか。よろしいでしょうか。 

 この点検報告書につきましては、ご承知のと

おり、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律に基づきまして、教育委員会の権限に属する

事務の管理または執行について自ら点検を行い、

教育に関しまして学識経験を有する者の知見を

活用して報告書を作成し、それを議会に提出す

るとともに、公表しなければならないとされて

いるものでございます。 

 それでは、報告書の１ページの目次をご覧く

ださい。 

 第１点目でございますが、点検評価について

の趣旨、教育部及びこども政策部の運営方針等

について取りまとめております。 

 次に、２点目でございますが、教育委員会の

活動状況として、教育委員の皆様に、令和元年

度中に活動していただいた内容、あるいは定例

会中の審査内容につきまして、ここで報告をさ

せていただいております。 

 次に、３点目でございますが、それぞれの事

業について、今年度の点検評価ということで評

価調書としてまとめを行っております。 

 詳細内容につきましては、１番目では、子育

てにやさしい環境づくりに関連する事業として、

さやま元気っこ推進事業、ほか16件の事業、２

番目に、学ぶ力、生きる力を伸ばす教育関係づ

くりということで、教育振興基本計画改定事業、

ほか20件の事業、３番目に、生涯スポーツの推

進ということでございまして、ドリームフェス

ティバル事業及びスポーツ振興事業の２つの事

業、４番目に、生涯学習の推進ということでご

ざいまして、社会教育センター管理事業等２つ

の事業、最後に５番目でございます市民文化、

歴史の文化の振興ということでございまして、

郷土資料館管理事業、ほか７つの事業を点検評

価してございます。 

 そして、学識経験者の意見ということで、今

年の２月26日に教育部長及びこども政策部長を

含めまして、各担当課長が桃山学院大学の今西

教授と、大阪大谷大学の長瀬教授のヒアリング

及びご指導を受けまして、80ページから82ペー

ジにございますが、その講評と評価をいただい

てございます。 

 両先生方からは、総体としましては特に大き

な問題はなく、事務改善の実施や事業管理は適
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切に行われていたとの講評はいただいておりま

すけれども、学力向上の取組の中で、学力の向

上の点については、さらなる取組が必要とのご

指摘も頂戴しており、その他、事項別にご提言

をいただいた内容につきましては、各グループ

におきまして真摯に受けとめながら各事業のさ

らなる効果を求め、第２期の本市教育振興基本

計画の下、着実に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 教育委員の皆様には、評価点検報告書を一度

ご一読いただきまして、各事業の内容等につき

まして、ご意見、ご質問がございましたら、後

日でも結構でございますので、各担当グループ

にお問合せをいただけたらと思います。 

 以上、簡単ではございますが、報告とさせて

いただきます。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまの説明につきまして、何かご意見、

ご質問等ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 特にないようでございますので、本案を原案

のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 日程第６、報告第８号、令和元年度大阪狭山

市教育委員会点検・評価報告書については承認

されました。 

 続きまして、日程第７、報告第９号、大阪狭

山市立こども園・幼稚園・小学校・中学校及び

教育委員会事務局の管理職人事異動についてを

議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 それでは、報告第９号、大阪狭山市立こども

園・幼稚園・小学校・中学校及び教育委員会事

務局の管理職人事異動についてご説明をさせて

いただきます。 

 お手元に別途お配りしておりますＡ４の横型

のものでございますけれども、管理職人事異動

の一覧をご覧ください。 

 教育委員の皆様には、事前に内示の概要をお

知らせさせていただいておりましたが、このた

び正式な内示が行われましたので、人事異動の

内容につきましてご報告をさせていただきます。 

 なお、時間の関係上、この場におきましては、

学校園長及び課長級相当職以上の異動内容につ

いてのみご説明をさせていただきたいと思いま

すので、教頭、それから課長補佐につきまして

は、資料によりご確認をいただきたいと存じま

す。 

 まず、小学校、中学校関係でございます。 

 現在、教育部副理事兼社会教育スポーツ振興

グループの中森課長でございますけれども、こ

のたび市役所職員としてご退職をされ、異動に

より南第一小学校の校長に着任をされます。 

 次に、南第一小学校の西川校長が、異動によ

り南第二小学校の校長に着任されます。 

 次に、現在、大阪府教育庁で勤務されており

ます寺下先生が南第三小学校の校長に着任され

ます。 

 次に、第七小学校の寺田校長が北小学校の校

長に、北小学校の泉谷校長が第七小学校の校長

にそれぞれ異動により着任されます。 

 続きまして、こども園、幼稚園関係でござい

ます。 

 こども園の中川園長が、異動により東野幼稚

園の園長に着任され、東野幼稚園の池上園長が

こども園の園長に着任されます。 

 次に、教育委員会事務局関係でございます。 

 まず、部内異動といたしまして、教育部教育

総務グループの荒川課長補佐が、教育総務グル

ープの参事に昇任され、課長級職員に昇格され

ます。 
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 次に、転入でございますが、都市整備部公園

緑地グループの林部課長補佐が教育委員会事務

局に出向となり、昇任昇格により教育部社会教

育スポーツ振興グループの課長に着任いたしま

す。 

 また、総務部債権管理グループの坂井課長補

佐が教育委員会事務局に出向となり、昇任昇格

により教育部歴史文化グループの参事に着任い

たします。 

 最後に、転出でございますが、教育部学校教

育グループの隅田参事が、今年度の末日で定年

を迎えられ、４月以降はこども政策部子育て支

援グループの再任用主査として子育て支援・世

代間交流センターで勤務していただきます。 

 以上、簡単ではございますが、人事異動の説

明とさせていただきます。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質

問等ございませんでしょうか。 

 ないようでございますので、本案を原案のと

おり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 日程第７、報告第９号、大阪狭山市立こども

園・幼稚園・小学校・中学校及び教育委員会事

務局の管理職人事異動については承認されまし

た。 

 続きまして、日程第８、報告第10号、大阪狭

山市人権教育基本方針の改訂についてを議題と

いたします。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（尾島 

肇） 

 それでは、報告第10号、大阪狭山市人権教育

基本方針の改訂についてご説明いたします。 

 資料は21ページ、22ページでございます。 

 このたびの改訂は、大阪府における３つの条

例、大阪府人権尊重の社会づくり条例、大阪府

性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理

解の増進に関する条例、大阪府人種または民族

を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に

関する条例が改正施行されたことに伴い、内容

の見直しを行ったものでございます。 

 また、第２期大阪狭山市教育振興基本計画の

策定に伴い、「基本方針１、これからの社会を

生き抜く力を養います」の「重点目標３、豊か

な心と健やかな体を育てる教育の推進」におい

て、人権教育の充実を取組施策として掲げてい

る点についても反映させていただいております。 

 以上、簡単な説明ではございますが、ご審議

につきましてよろしくお願いいたします。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまの説明につきまして、何かご意見、

ご質問等ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、特にないようでございますので、

本案を原案のとおり承認することにご異議ござ

いませんか。 

 ご異議なしと認めます。 

 日程第８、報告第10号、大阪狭山市人権教育

基本方針の改訂については承認されました。 

 続きまして、日程第９、報告第11号、ＧＩＧ

Ａスクール構想の実現に向けた計画についてを

議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

教育総務グループ課長（北野真也） 

 報告第11号、ＧＩＧＡスクール構想の実現に

向けた計画についてご説明をいたします。 

 資料につきましては、23ページ及び24ページ

でございます。 

 本件につきましては、さきの３月６日に開催

いたしました臨時の教育委員会議におきまして
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ご承認いただいたところでございますが、端末

整備につきまして、一部計画期間を見直しいた

しましたので、改めて本日ご報告をさせていた

だくものでございます。 

 見直し内容につきましては、24ページの資料

の令和２年度のスケジュールでございまして、

事前に内容をご説明させていただいたとおりで

ございますので、その他の内容につきましては

変更等がございません。 

 非常に簡単な説明で申し訳ございませんけれ

ども、どうぞよろしくお願いいたします。 

 説明は以上でございます。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまの説明につきまして、何かご意見、

ご質問等ございますでしょうか。 

 特にないようでございますので、本案を原案

のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 日程第９、報告第11号、ＧＩＧＡスクール構

想の実現に向けた計画については承認されまし

た。 

 続きまして、日程第10、報告第12号、令和元

年度（2019年度）大阪狭山市一般会計補正予算

（教育委員会関係）についてを議題といたしま

す。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

保育・教育グループ課長（浜口 亮） 

 それでは、報告第12号、令和元年度（2019年

度）大阪狭山市一般会計補正予算（教育委員会

関係）につきましてご説明させていただきます。 

 資料は25ページ、26ページでございます。 

 去る３月10日に国におきまして新型コロナウ

イルス感染症に関する緊急対応策第２弾が取り

まとめられ、保育所等におけるこどもの感染拡

大防止の観点から、子ども用マスク等の購入に

係る補助事業が創設されました。 

 これを受けまして、本市におきましても、市

内の保育所、認定こども園等に対しまして、マ

スク購入等に係る費用を補助するため、３月議

会におきまして補正予算を追加提案し、昨日議

決をいただいたところでございます。 

 それでは、内容についてご説明させていただ

きます。 

 本事業は、保育所等におきまして、消毒や感

染拡大防止に必要と考えられる経費を補助する

もので、具体的には子ども用マスクや消毒液の

ほか、空気清浄機、体温計、液体せっけん、う

がい薬等の購入費用で、国内で初めて患者発生

が確認されました本年１月16日から３月31日ま

でに購入納品されるものが対象となっており、

１施設当たり上限50万円となっております。 

 各園に照会を行いまして、それぞれ申請のあ

りました金額につきまして全額補助することと

し、民間保育園と運営費補助金に355万円を増

額しております。 

 また、本補助金は公立施設につきましても対

象となっておりますので、市立こども園につき

ましても施設用消毒液や空気清浄機用フィルタ

ー等の購入費用分といたしまして、こども園管

理運営事業の消耗品費に40万円の増額をしてお

ります。 

 これらを合わせました事業費につきましては、

全額国庫補助となりますので、歳入予算の国庫

補助金保育対策総合支援事業費国庫補助金とい

たしまして歳出予算と同額の395万円を計上し

たものでございます。 

 なお、公立幼稚園におきましては、文部科学

省所管で同内容の補助事業が創設されることが

３月18日付で連絡がありましたので、この部分

につきましては令和２年度におきまして補正予

算対応の上、必要な物品を購入する予定でござ

います。 
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 以上、誠に簡単な説明でございますが、ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまの説明につきまして、何かご意見、

ご質問等ございませんか。 

 特にないようでございますので、本案を原案

のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 日程第10、報告第12号、令和元年度（2019年

度）大阪狭山市一般会計補正予算（教育委員会

関係）については承認されました。 

 続きまして、お手元の別冊の議事、追加議事

をお願いいたします。 

 日程第11、報告第13号、大阪狭山市立中学校

部活動指導員配置事業実施要綱の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

教育部副理事兼学校教育グループ課長（尾島 

肇） 

 それでは、報告第13号、大阪狭山市立中学校

部活動指導員配置事業実施要綱の一部改正につ

いてご説明いたします。 

 資料は、お手元にございます別冊資料の１ペ

ージから３ページでございます。 

 本要綱については、地方公務員法及び地方自

治法の一部を改正する法律が平成29年５月に公

布され、本市におきましても、大阪狭山市会計

年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

が制定されたことに伴い、部活動指導員につい

ては会計年度任用職員として任用されることに

なるため、本要綱において所要の改正を行うも

のでございます。 

 改正点としましては、こちらの３ページにご

ざいますとおり、第２条中、大阪狭山市アルバ

イト職員雇用要綱に定めるアルバイト職員を、

大阪狭山市会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例施行規則、令和元年大阪狭山市

規則第16号に定める市立中学校部活動指導員に

改め、第３条の雇用を任用に改めております。 

 また、第６条の見出しを基本賃金等から報酬

等に改め、同じく第６条中の賃金は、時間給

1,600円を、報酬、時間外勤務に係る報酬、休

日勤務に係る報酬及び通勤に係る費用弁償は規

則に定めるとおりに改めております。 

 また第７条中、雇用を任用に改め、大阪狭山

市アルバイト職員雇用要綱を規則に改めており

ます。 

 以上、簡単な説明ではございますが、ご審議

につきましてよろしくお願いいたします。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまの説明につきまして、何かご意見、

ご質問等ございませんでしょうか。 

 特にないようでございますので、本案を原案

のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 日程第11、報告第13号、大阪狭山市立中学校

部活動指導員配置事業実施要綱の一部改正につ

いては承認されました。 

 日程第12、報告第14号、大阪狭山市子育て支

援・世代間交流センター市民協働事業費補助金

交付要綱についてを議題といたします。 

 担当に説明を求めます。 

 担当。 

子育て支援グループ課長（井上知久） 

 それでは、報告第14号、大阪狭山市子育て支

援・世代間交流センター市民協働事業費補助金

交付要綱についてご説明させていただきます。 

 資料は５ページでございます。 

 現在、ＵＰっぷの２階で実施しております世

代間交流事業は、市民交流事業としまして有償

事業と無償事業２つの形で実施させていただい
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ております。これまで無償事業としましては、

パソコンのプログラミング講座、それからペー

パークラフト教室、木工品、レジン等の教室、

アレンジフラワー、子ども服のリサイクル交換

会などを実施させていただいております。 

 有償事業といたしましては、ＵＰっぷ朝食堂

を実施させていただきましたが、予算は委託料

からの執行としていました。委託料につきまし

ては本来市が行うべき事業や業務、役務などを

行ってもらうという性質が強いため、今回、市

民協働事業のうち、有償事業につきましては、

その実施主体を明確にするとともに、団体等の

思いをより事業に反映できるよう補助金の形で

予算執行をするため交付要綱を定めるものでご

ざいます。 

 それでは、要綱について順にご説明させてい

ただきます。 

 第１条では、その趣旨としまして、大阪狭山

市子育て支援・世代間交流センターにおいて、

市民公益活動により子育て支援、または世代間

交流に資する事業の実施に要する経費の助成を

行うことなどを定めております。 

 第２条では、補助事業の対象としての個別の

要件を定めております。 

 第３条では、補助対象団体の要件を個別に定

めております。 

 第４条では、補助対象の期間についてを定め

ております。 

 第５条では、補助対象経費を別表１に記載の

ある具体例を決めてそのものを対象とすること

を定めております。 

 第６条では、補助金の額は10万円を限度とす

ることや、補助対象団体の維持または運営に要

する経費につきましては除くことを定めており

ます。 

 第７条では、補助金の申請を行おうとする団

体は、補助金交付申請書と併せて実施、計画書

等の必要書類の提出をしなければならないこと

を定めております。 

 第８条では、補助対象事等業の選考について

定めております。 

 第９条では、補助金額の交付決定等について

定めております。 

 第10条では、補助金の交付決定を受けた団体

の名称に補助金額、事業内容について公表する

ことができることを定めております。 

 第11条では、事業の変更等を行う場合は、関

係書類を送付して承認を受けなければならない

ことを定めております。 

 第12条では、事業が完了したときは、市長が

定める日までに実績報告書を提出しなければな

らないことを定めております。 

 第13条では、補助金額の確定等について定め

ております。 

 第14条では、補助金の請求等について定めて

おります。 

 第15条では、概算払いにより補助金を交付す

ることができることなどを定めております。 

 第16条では、交付決定の取消しについて定め

ております。 

 第17条では、補助金の返還について定めてお

ります。 

 第18条では、補助事業者が本事業に係る経費

についても帳簿を備え、収支状況を明らかにし

ていくことや、事業に属する会計年度の終了後

５年間保存することなどを定めております。 

 第19条では、補助金の交付に関して必要であ

ると認めた場合報告書をまとめることや実地調

査することなどを定めております。 

 第20条では、委任について定めております。 

 以上、誠に簡単な説明ではございますが、ご

審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

教育長（竹谷好弘） 

 ただいまの説明につきまして、何かご意見、
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ご質問等ありますでしょうか。 

 ございませんか。 

 ないようでございますので、本案を原案のと

おり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 日程第12、報告第14号、大阪狭山市子育て支

援・世代間交流センター市民協働事業費補助金

交付要綱については承認されました。 

 本日の議事日程は以上でございます。 

 議事進行にご協力ありがとうございます。 

 これをもちまして、本日の教育委員会定例会

議を閉会いたします。 
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